
昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
六
号

浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三

条
第
三
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る

登
録
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
更
新
の
登
録
）

第
一
条
　
浄
化
槽
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
の
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
前
三
十
日
ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
二
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
事
業
登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人

に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な

い
未
成
年
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
及
び
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
営
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
浄
化
槽
設
備
士
が
浄
化
槽
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
面

三
　
工
事
業
登
録
申
請
者
の
住
所
、
生
年
月
日
等
に
関
す
る
調
書

四
　
営
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
浄
化
槽
設
備
士
の
住
所
、
生
年
月
日
等
に
関
す
る
調
書

五
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド

（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第

三
十
条
の
十
一
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
、
又
は
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
そ

の
利
用
が
で
き
な
い
と
き
は
、
工
事
業
登
録
申
請
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
工
事
業
登
録
申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
営
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
浄
化
槽
設
備
士

３
　
第
一
項
第
一
号
の
誓
約
書
、
同
項
第
三
号
の
調
書
及
び
同
項
第
四
号
の
調
書
の
様
式
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
の
誓
約
書
　
別
記
様
式
第
二
号

二
　
第
一
項
第
三
号
の
調
書
　
別
記
様
式
第
三
号

三
　
第
一
項
第
四
号
の
調
書
　
別
記
様
式
第
四
号

（
提
出
す
べ
き
書
類
の
部
数
）

第
四
条
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
業
登
録
申
請
者
が
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
及
び
そ
の

添
付
書
類
の
部
数
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
登
録
簿
の
様
式
）

第
五
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿
（
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
は
、
別

記
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
）

第
六
条
　
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
請
求
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
簿
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
所
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
閲
覧
所
の
閲
覧
規
則
を
定
め
る
と

と
も
に
、
当
該
閲
覧
所
の
場
所
及
び
閲
覧
規
則
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
変
更
が
次
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
変
更
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
商
業
登
記
の
変
更
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
登
記
事
項
証
明
書

三
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
新
た
に
役
員
と
な
る
者

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
当
該
役
員
の
住
所
、
生
年
月
日
等
に
関
す
る
調
書

四
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
書
面

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の

も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
（
同
項
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き
は
、
変
更
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
住
民
票

の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
識
の
掲
示
）

第
九
条
　
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
工
事
業
者
が
掲
げ
る
標
識
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三
　
浄
化
槽
設
備
士
の
氏
名

２
　
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
工
事
業
者
が
掲
げ
る
標
識
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
工
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
者
（
以
下
「
特
例
浄
化
槽
工
事
業

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
中
「
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
」
と
あ

る
の
は
「
届
出
番
号
及
び
届
出
年
月
日
」
と
、
前
項
中
「
別
記
様
式
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
九

号
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
十
条
　
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
工
事
業
者
が
備
え
る
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
注
文
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
施
工
場
所

三
　
着
工
年
月
日
及
び
竣
工
年
月
日

四
　
工
事
請
負
金
額

五
　
浄
化
槽
設
備
士
の
氏
名

２
　
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
工
事
業
者
が
備
え
る
帳
簿
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
含
む
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
別
記
様

式
第
十
号
に
よ
る
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
前
項
の
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
　
第
二
項
の
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）

は
、
浄
化
槽
工
事
ご
と
に
作
成
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
処
理
方
式
及
び
処
理
能
力
を
記
載
し
た
書
面

1



二
　
構
造
図

三
　
仕
様
書

四
　
処
理
工
程
図

５
　
浄
化
槽
工
事
業
者
は
、
第
二
項
の
帳
簿
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
書
類
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
つ
て
閉
鎖
す
る

も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
当
該
帳
簿
及
び
添
付
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
浄
化
槽
工
事
業
者
の
届
出
）

第
十
一
条
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
お
う
と
す
る
特
例
浄
化
槽
工
事
業
者
は
、
別
記
様
式

第
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

（
特
例
浄
化
槽
工
事
業
者
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
　
特
例
浄
化
槽
工
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
二

号
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三
　
浄
化
槽
工
事
業
を
営
む
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
前
号
の
営
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
浄
化
槽
設
備
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
交
付
を
受
け
た
浄
化
槽
設
備
士
免

状
の
交
付
番
号

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
変
更

届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面

二
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
（
国
の
職
員
が
携
帯
す
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
に
第
十
一

条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
三
日
建
設
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
施
行
規
則
、
建
築
士
法
施
行
規
則
、
建
築
動
態
統
計
調
査
規
則
、
建
設

機
械
抵
当
法
施
行
規
則
、
河
川
法
施
行
規
則
、
道
の
区
域
内
の
建
設
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
に
係
る
流
水
占
用
料

等
に
関
す
る
省
令
、
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
、
浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録

等
に
関
す
る
省
令
、
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
に
関
す
る
省
令
及
び
建
設
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
に
規

定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
建
設
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
八
月
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
及

び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
当
分
の
間
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等

に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
第
二
項
中
「
の

う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も

の
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
」
と
、
同
令
第
八
条
第
二
項
中
「
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の

に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2



別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第1号（第2条関係）（平6建令4・平15国交令65・平26国交令85・令2国交令98・一部改正） （A4） 表面 証紙はり付け欄（消 浄化槽工事業登録申請書 印してはならない。） ※登録番号知事（登）第号 登録の種類新規・更新 ※登録年月日年月日 この申請書により、浄化槽工事業の登録の申請をします。 年月日 申請者 知事殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― 法人にあつては フリガナ 代表者の氏名 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい い、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者（個人であるも のに限る。）を含む。）の氏名及び役名等 フリガナ役名等（常勤・非フリガナ役名等（常勤・非 氏名常勤）氏名常勤） 申請時において既に受け 知事（登）第号（年月日登録） ている登録 裏面 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名 及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号 営業所浄化槽設備士 所在地 フリガナフリガナ 郵便番号（―）免状の交付番号 名称氏名 電話番号（）― 他の都道府県知事の登録状況 登録番号登録番号 知事（登）第号知事（登）第号 備考 1※印のある欄には、記載しないこと。 2「新規・更新」については、不要のものを消すこと。 3総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとする。 4「営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号」欄には、登録を受けようとする都道府県の営業所だけでなくすべての営業所について記載することとし、「営業所」欄と「浄化槽設備士」欄は、各々対応させて記載すること。 

 

3



別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第2号（第3条関係）（平6建令4・平24国交令34・令2国交令98・一部改正） （A4） 誓約書 工事業登録申請者及びその役員並びに法定代理人及び法定代理人の役員は、浄化槽法第24条第1項各号に該当しない者であ ることを誓約します。 年月日 申請者 知事殿  

別
記
様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第3号（第3条関係）（平26国交令85・全改、令2国交令98・一部改正） （A4） 法人の役員 本人 工事業登録申請者の調書 法定代理人 法定代理人の役員 郵便番号（―） 現住所 電話番号（）― フリガナ 生年月日年月日生 氏名 職名最終学歴 年月日賞罰の内容 賞罰 上記のとおり相違ありません。 年月日 氏名 備考 法人の役員 本人 1については、不要のものを消すこと。 法定代理人 法定代理人の役員 2総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については、「職名」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載を要さない。 3「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。  
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別
記
様
式
第
４
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第4号（第3条関係）（平26国交令85・全改、令2国交令98・一部改正） （A4） 浄化槽設備士の調書 郵便番号（―） 現住所 電話番号（）― フリガナ 生年月日年月日生 氏名 営業所名最終学歴 職名 年月日賞罰の内容 賞罰 上記のとおり相違ありません。 年月日 氏名 備考 「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。  

別
記
様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

別記様式第5号（第5条関係）（平6建令4・平15国交令65・平26国交令85・一部改正） （A4） 登録年月日年月日 表面 登録番号知事（登）第号 有効期間満了年月日年月日 フリガナ法人にあつては 氏名又は名称フリガナ 代表者の氏名 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― 役員の氏名及び役名等 フリガナフリガナ 役名等（常勤・非常勤）役名等（常勤・非常勤） 氏名氏名 備考 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとする。 営業所浄化槽設備士 裏面 フリガナ所在地フリガナ 名称郵便番号（―）氏名免状の交付番号 電話番号（）― 

5



 

別
記
様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）

別記様式第6号（第6条関係）（平10建令27・一部改正） 浄化槽工事業者登録簿 証紙はり付け欄 謄本交付・閲覧請求書 （消印してはな らない。） 年月日 住所 請求者フリガナ 氏名 知事殿 この請求書により、浄化槽工事業者登録簿の謄本交付・閲覧を次のとおり請求します。 1謄本交付を請求しようとする浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号 氏名又は名称（）登録番号（知事（登）第号） 2謄本交付の枚数 （枚） 3謄本交付・閲覧を請求する理由 （） 備考 1「謄本交付・閲覧」については、不要のものを消すこと。 2閲覧請求にあつては、1及び2の記載を要しない。 3証紙はり付け欄には、謄本交付又は閲覧のそれぞれ定められた手数料に相当する額の証紙をはり付けること。  
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別
記
様
式
第
７
号
（
第
８
条
関
係
）

別記様式第7号（第8条関係）（平6建令4・令2国交令98・一部改正） （A4） 浄化槽工事業登録事項変更届出書 この届出書により、次のとおり変更の届出をします。 年月日 届出者 知事殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― 法人にあつては フリガナ 代表者の氏名 登録番号知事（登）第号 登録年月日年月日 変更に係る事項変更前変更後変更年月日  

別
記
様
式
第
８
号
（
第
９
条
関
係
）

別記様式第8号（第9条関係）（平23国交令106・一部改正） 35センチメートル以上 浄化槽工事業者登録票 氏名又は名称 代表者の氏名 25センチメートル以上 登録番号知事（登）第号 登録年月日年月日 浄化槽設備士の氏名 備考 浄化槽設備士の氏名は、営業所に掲げる場合にあつては当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名とし、浄化槽工事の現場に掲げる場合にあつては当該現場に置かれる浄化槽設備士の氏名とする。  

7



別
記
様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

別記様式第9号（第9条関係）（平23国交令106・一部改正） 35センチメートル以上 浄化槽工事業者届出済票 氏名又は名称 代表者の氏名 25センチメートル以上 届出番号知事（届）第号 届出年月日年月日 浄化槽設備士の氏名 備考 浄化槽設備士の氏名は、営業所に掲げる場合にあつては当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名とし、浄化槽工事の現場に掲げる場合にあつては当該現場に置かれる浄化槽設備士の氏名とする。  

別
記
様
式
第
１
０
号
（
第
１
０
条
関
係
）

別記様式第10号（第10条関係）（平6建令4・一部改正） （A4） 注文者の氏名又は名称 郵便番号（―） 注文者の住所 電話番号（）― 施工場所 着工年月日及び竣工年自年月日 月日至年月日 工事請負金額 当該工事に係る浄化槽 設備士の氏名及び免状 の交付番号  

8



別
記
様
式
第
１
１
号
（
第
１
１
条
関
係
）

別記様式第11号（第11条関係）（平6建令4・令2国交令98・一部改正） （A4） 表面 特例浄化槽工事業者届出書 ※届出番号知事（届）第号※届出年月日年月日 この届出書により、次のとおり届出をします。 年月日 届出者 知事殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（） 法人にあつては フリガナ 代表者の氏名 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業許可番号許可年月日 許可を受けた建設業、許 可番号及び許可年月日 浄化槽工事業を開始した 年月日 年月日 裏面 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる 浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番 号 営業所浄化槽設備士 所在地 フリガナフリガナ 郵便番号（―）免状の交付番号 名称氏名 電話番号（）― 他の都道府県知事への届出状況 届出番号届出番号 知事（届）第号知事（届）第号 備考 1※印のある欄には、記載しないこと。 2「浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号」欄には、届出をする都道府県の営業所だけでなく、浄化槽工事業を営むすべての営業所について記載することとし、「営業所」欄と「浄化槽設備士」欄は、各々対応させて記載すること。 3法第33条第4項及び法附則第4条に該当する者については、「浄化槽工事業を開始した年月日」の欄の記載を要しない。 
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別
記
様
式
第
１
２
号
（
第
１
２
条
関
係
）

別記様式第12号（第12条関係）（平6建令4・令2国交令98・一部改正） （A4） 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書 この届出書により、次のとおり変更の届出をします。 年月日 届出者 知事殿 フリガナ 氏名又は名称 郵便番号（―） 住所 電話番号（）― 法人にあつては フリガナ 代表者の氏名 届出番号知事（届）第号 届出年月日年月日 建設業法第3条許可を受けた建設業許可番号許可年月日 第1項の許可を 受けた建設業、 許可番号及び許 可年月日 変更に係る事項変更前変更後変更年月日  

別
記
様
式
第
１
３
号
（
第
１
３
条
関
係
）

別記様式第13号（第13条関係）（平12建令41・平17国交令92・一部改正） ←9センチメートル→ 表面 第号 所属 氏名 浄化槽法第53条第3項の立入検査員証 ↑6．5センチメートル↓ 当該行政庁□印 年月日発行 年月日限り有効 裏面 浄化槽法抜すい （報告徴収、立入検査等） 第53条当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄 化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。 一浄化槽管理者 二浄化槽製造業者 三浄化槽工事業者 四浄化槽清掃業者 五第10条第3項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士 六指定検査機関 七第42条第1項第2号又は第45条第1項第2号に規定する指定講習機関 八第43条第4項又は第46条第4項に規定する指定試験機関 2当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しく は事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることが できる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ ならない。 4第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第64条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一～十（略） 十一第53条第2項（同条第1項第7号又は第8号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。）の規定による検 査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 第65条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、30万 円以下の罰金に処する。 一～三（略） 四第53条第2項（同条第1項第7号又は第8号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。）の規定による検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 
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